
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 第 

 

１ あいさつ  柏崎市教育委員会スポーツ振興課⻑ 
 
２ 議  事 
  （１）連絡事項 
     ◎学校等体育施設利⽤の注意・・・・・・・・・Ｐ１〜３ 
     ◎清掃活動の実施について・・・・・・・・・・Ｐ４ 
      
 
  （２）団体協議 
     ◎令和 8（2026）年度の利⽤⽇程の調整（各学校・施設ごと） 
      ・原則、１団体につき週１回１会場とします。会場によっては利⽤登録申請

時の希望どおりとならない場合もございます。ご了承ください。 
       ※確実に利用する曜日、時間のみ登録してください。 
      ・活動時間帯は、午前８時から午後９時３０分で学校教育活動・業務に支障

の無い範囲とします。 
       ただし、⼩学校は⼟⽇を除き午後５時３０分以降、中学校は部活動の関係

から全⽇午後７時以降とします。 
 
３ 閉  会   ⽇程が決定した学校から、係員が順番に確認作業を⾏います。確認した

表に問題がなければスマホ等で写真を撮るなどして各自で記録し、終了
となります。 
（他校の追加希望がある場合は、追加ブースに移動してください。） 
 

 
 

令和 8（2026）年度 
柏崎市⼩・中学校体育施設利用団体 

利 用 調 整 会 議  
日 時  令和 8（2026）年２月 19 日（木） 午後７時００分〜 
会 場  柏崎市総合体育館 メインアリーナ 

 

学校統合の影響により、学校体育施設の利用枠が限られております。 
より多くの団体が円滑に利用できるよう、利用枠の確保につきましては御配慮
をお願いいたします。 
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学校体育施設利用上の注意について 

 

 

 

 

 

1 開放期間 

   令和 8（202６）年４月１日から令和 9（2027）年３月３１日までとします。 

    ※１２月２９日から１月３日までは、利用できません。 

    ※学校行事等、特別な事情がある場合は、利用できない日があります。毎月学校から返却された使用許

可書の確認をお願いします。また学校から使用許可書の回収がされていない団体があるとの連絡をも

らうことがあります。必ず確認のうえ、ご利用ください。 

 

2 開放時間 

   午前８時から午後９時３０分までで、学校教育活動・業務に支障のない範囲とします。 

    ※小学校………月～金：午後５時３０分から午後９時３０分 

           土・日：午前８時００分から午後９時３０分 

    ※中学校………全 日：午後７時００分から午後９時３０分 

 

3 開放しない施設 

    ・荒浜小学校（グラウンド） 

 

4 改修工事を予定している施設 

    ・第三中学校 

-体育館 バスケットゴール改修、LED 照明改修  令和 8～9 年度 詳細時期未定 

-武道場 LED 照明改修  令和 8 年度 詳細時期未定 

いずれも改修工事の工事期間中は、体育館・武道場の利用停止が想定されます。 

その場合は関係する団体代表者にメール文書で通知します。 

※現時点における予定のため、変更が発生する場合があります。 

 

5 学校体育施設使用許可申請書の提出（毎月） 

利用するにあたり、毎月必要な手続きになります。 

   学校行事等との重複がないか確認する重要な手続きですので遅滞なく確実に行ってください。 

提出期限を過ぎた場合や未提出の場合は、当該月の利用ができない場合があります。 

    ・提出書類…学校体育施設使用許可申請書 

    ・提出期限…利用する月の前月２０日まで 

※令和 8（２０２６）年４月分は、３月１２日（木）から３月１９日（木）の間に提出して 

ください。 

学校体育施設利用は学校側の協力に基づいて行っています。 

（事務的な面での負担、電気代などの金銭面での負担） 

適切な利用と団体内での情報共有にご協力ください。 
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    ・提出先……利用する学校 

 

6 開放日誌の記入 

   活動終了後は、体育館に備えつけてある学校開放日誌を必ず記入してください。 

   ※体育館、グラウンド問わず、利用した際には「学校開放日誌」への記入をお願いします。 

   ※体育館とグラウンドが同じ開放日誌の場合は、グラウンドを利用したと分かる記載をお願いします。 

   ※毎月、学校・利用団体ごとに利用人数の集計をとっています。団体名が判別できるよう、極端に省略し 

た記入はご遠慮ください。 

    

 

7 注意事項 

  ・利用時間…◆利用時間は、片づけや清掃時間を含んでいます。利用時間内に終了できる時間で活動をやめ、

後片づけや清掃を行い、窓や玄関の施錠を忘れずに行って下さい。 

  ・カギ………◆利用後の返却は速やかに行ってください。（引き継ぐ場合は、必ず手渡し） 

        ♦借用した鍵は必ず元の位置に返却してください。 

        ◆合鍵を作ることを禁止します。 

        ◆未成年者による鍵の開閉は禁止とします。 

  ・照明………◆照明の消し忘れにご注意ください。 

        ◆トイレや用具庫も確認してください。 

        ◆水銀灯のスイッチが ON／OFF 同じ場合は、特に注意してください。 

  ・禁煙等……◆すべての施設において、敷地内全面禁煙です。（駐車場も同様） 

        ◆送迎の保護者等も同様です。（車内も同様） 

        ◆飲酒をしての利用はできません。  
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        ◆ゴミは必ず持ち帰ってください。 

  ・暖房………◆暖房器具の使用は禁止します。（暖房器具の種類、使用場所を問わず） 

 

  ・破損等……◆すべての競技で壁にボールをあてる前提の利用は禁止します。 

        ◆施設、備品、カギ等、破損・汚損があった場合は、速やかに学校とスポーツ振興課（２０－

７０１０）へ連絡してください。原則、弁償に係る費用は当該利用団体から負担していただ

きます。 

  ・その他……◆『使用許可書』の許可条件及び『利用の手引き』の特別注意事項を厳守してください。利用

状況が悪い場合又は学校や周辺住民から苦情があった団体は、登録を取り消しますのでご注

意ください。 

        ◆学校側から必要に応じて利用団体の代表者を招集することがあります。 

        ◆各責任者（社会人）は、必ず施設の管理及び指導にあたってください。 

        ◆他団体への又貸しは禁止します。 

◆代表者等が変わった場合は、スポーツ振興課で変更の手続きを行って下さい。（詳細は手引

きでご確認ください。） 

        ◆利用を中止する場合は、速やかにスポーツ振興課へご連絡下さい。 

        ◆問題が発生した場合は学校とスポーツ振興課に速やかに連絡をしてください。 

        ◆学校体育施設開放に関する問い合わせや要望は学校ではなくスポーツ振興課までお願いし

ます。 

 

8 令和 7（2025）年度の施設使用違反の一例 

   ◆学校が許可していない備品の使用 

   ◆立ち入りを禁止しているエリアへ無断で進入 

   ◆体育館の鍵が管理人宅に返却されず、次の利用団体が予定時間に開始出来なかった 

   ♦使用許可申請書の未提出（前月 20 日までに提出することを厳守してください） 

   ◆タイマーを使用中にボールがぶつかりコンセント破損 

   ◆清掃報告書の未提出（清掃後 1 週間以内に提出をお願いします） 

   ◆開放日誌の未記入（利用後は必ず記入してください） 

   ◆排煙窓、換気窓の閉め忘れ（帰宅前に必ず確認してください） 

   ◆使用した用具の片付け忘れ（帰宅前に必ず確認してください） 

   ◆電気の消し忘れ（帰宅前に必ず確認してください） 

    

9 貴重品の管理 

 車の施錠や貴重品の管理には十分気をつけてご利用下さい。 

 

10 その他 

    体調の悪い方（発熱、風邪症状、のどの痛み等）の利用は控えてください。 
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体育施設利用団体による清掃活動の実施について 

１ 清掃日 

   第１期（令和８（202６）年 ４月から ７月分）…その期間中のいずれか１日 

   第２期（令和８（202６）年 ８月から１２月分）…その期間中のいずれか１日 

   第３期（令和９（202７）年 １月から ３月分）…その期間中のいずれか１日 計３回 

   ※ただし、期間中に一度も活動をしなかった場合、その期間の清掃は不要です。 

 

２ 時 間 

   活動時間内で１時間程度行ってください。 

 

３ 場 所 

   利用施設（体育館、グラウンド、武道場、卓球場）、開放用玄関、トイレ等 

 

４ 報 告 

   ◆実施後１週間以内に別添の『清掃活動実施報告書』をスポーツ振興課へ提出してください。 

    ◎提出方法：専用フォームでの入力や送付、持参、FAX（23-0881）のいずれか 

   ◆メールでの提出はしないでください。（迷惑メールとして処理される場合があります。） 

◆原則 1 団体 1 枚提出してください。（他団体と合同で行った場合も、団体ごとに提出し

てください。） 

    

     

５ その他 

   ◆清掃用具は、施設に備え付けのものを使いますが、各自で雑巾やゴミ袋等を持参してくだ

さい。（ゴミは各団体で持ち帰ること） 

   ◆清掃活動実施報告書の提出が無い場合は、清掃をしていないとみなし、以降の利用登録の

取り消し及び、来年度の利用登録も受け付けません。 

    

 
 
 
 
 

 

 

 

学校体育施設開放に関するお問い合わせ先 

〒 945-8511  

柏 崎 市 日 石 町 2-1 市 役 所 ２ 階       

柏 崎 市 教 育 委 員 会 ス ポ ー ツ 振 興 課      

Ｔ Ｅ Ｌ ： 20-7010   Ｆ Ａ Ｘ ： 23-0881 

 

専 用 フ ォ ー ム  


